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1 目的 

新たに設置する一般廃棄物最終処分場に関して、地形測量図及び地質調査並びに基本計画によって、

得られた結果に基づき、施設造成計画や最終処分場を構成する各種施設の種類、規模、構造等の基本的

な設計を行うものである。 

 

2 基本方針 

本処分場においては生活環境や最新の動向、フェールセーフにも配慮した安心・安全な施設とするこ

と及び地域社会との共生を基本的な方針とし、表 1に示す。 

 

表 1 基本方針 

基本方針 基本方針の考え方 

環境への負荷を最小限

に抑える施設 

せせらぎを大切にする本市の特徴から、水環境やそのほかの自然環境への負荷を最小限

に抑えるよう、最新動向や多重安全システム（フェールセーフやバックアップ機能）の

考え方を取り入れた施設整備を行う。生活環境に対しても配慮した施設整備を行う。 

効率的・経済的な施設 人口減少社会の中で、より効率的かつ経済的な施設整備を行う。 

長期利用可能な施設 
長期利用可能な施設とするため、近年頻発する災害等にも配慮した安心・安全な施設整

備を行う。 

 

3 計画諸元 

1) 埋立面積：6,500 m2 

2) 埋立容量：53,100 m3（一般廃棄物:37,600 m3、災害廃棄物:2,300 m3、覆土:13,200 m3） 

3) 埋立期間：15年程度 

4) 型  式：一般廃棄物最終処分場 

5) 構造形式：被覆型（クローズド型）処分場 

6) 埋立対象物：焼却灰、不燃物、災害廃棄物 

※今後の設計業務において変更となる可能性がある。 

 

4 事業対象区域 

新規最終処分場の事業区域を図 1に示す。 

 
図 1 建設予定地位置図 

三島市清掃センター

事業区域

第3埋立地
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5 敷地造成設計 

敷地造成を検討するため、新規最終処分場(以下、「本処分場」という。)は、三島市清掃センター（以

下、「清掃センター」という。）南側の沢地形を利用し、複数ある沢のうち、最も大きな沢部に配置し

た。下流部に防災調整池を設け、主に埋立物を搬入するため、清掃センターから埋立地へアプローチす

る北側管理道路を配置した。また、火災等の有事の際に主要な道路となる浸出水処理施設から埋立地へ

アプローチする西側管理道路や埋立地及び防災調整池、浸出水調整槽を管理するための南側管理道路を

配置した。 

基本設計における計画平面図を図 2に、標準断面図を図 3に示す。 

 

 

図 2 基本設計計画平面図 
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図 3 標準断面図
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6 貯留構造物設計 

(1) 目的・機能の整理 

一般的に最終処分場においては、下記の2点を目的として貯留構造物を設置する。 

・最終処分場に埋め立てられた廃棄物層の流出や崩壊を防ぎ、埋め立てられた廃棄物を安全に貯

留する。 

・底部遮水工とともに埋立地内で発生する浸出水が、最終処分場の外部へ流出することを遮断す

る。 

 

また、以下の基本的な機能を具備することが求められる。貯留構造物の機能を表 2に示す。 

 

表 2 貯留構造物の機能 

機 能 内 容 

基
本
的
機
能 

廃棄物の貯留機能 貯留構造物の自重、廃棄物圧、水圧及び地震力などの荷重に対

して計画埋立量の廃棄物などを安全に貯留する。 

浸出水の流出遮断機能 浸出水の埋立地外への流出を遮断する。 

浸出水の集水・取水機能 埋立地内を浸透してきた浸出水を貯留構造物に設置した集水施

設で集水し、貯留構造物に設けられた取水施設で取水する場合

がある。 

応
用
機
能 

天端通路機能 点検管理などでの通行を容易にする。 

取水塔設置機能 浸出水を取り出す取水施設で貯留構造物に接した取水塔が必要

な場合は、設置が容易な形状・配置にする。 

地下水排水機能 浸出水と分離させた地下水を排水する。 

廃止後の浸出水の放流機能 浸出水が安定化し、放流基準以下になり、最終処分場が廃止さ

れた後には浸出水を浸出水処理施設を通さずに、直接、公共用

水域に放流できる。 

景観機能・跡地利用機能 構造物は周囲の環境と調和を図り、跡地利用計画を配慮した構

造とする。 

 

(2) 構造形式の検討 

貯留構造物は、大きく盛土壁・補強土壁構造とコンクリート擁壁構造に分けることができる。それ

ぞれの分類を整理し図 4に示す。 

 
図 4 貯留構造物の構造形式 

  

盛土壁・補強土壁構造

盛土壁

補強土壁

コンクリート擁壁構造

重力式コンクリート擁壁

鉄筋コンクリート擁壁
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基本計画においては、表 3における特徴を踏まえ、鉄筋コンクリート擁壁が想定されている。 

 

表 3 貯留構造物の特徴 

構造形式 重力式コンクリート擁壁 鉄筋コンクリート擁壁 盛土壁・補強土壁 

概念図 

  
 

堤高 
必要な高さを構築できる。 15ｍ位までが限界と考えられ

る。 

必要な高さを構築できる。 

安定性 

堤体自身の安全性は大きいが、

強固な基礎地盤が必要であり

地質的条件によっては、杭基礎

等が必要となる。 

コンクリート製品であるため、

均一な品質が期待できる。 

同 左 

基礎地盤の良否に左右されず、

安全な締切りができる。法面の

崩壊に注意が必要となる。 

盛土材料によって、品質が変わ

る。 

止水性 

打継目の施工を確実に行えば、

十分な止水性を有する構造と

なる。 
同 左 

セメント改良などを行えば、あ

る程度の止水性を有すること

となるが、コンクリートほどの

止水性は期待できない。 

施工性 

平坦地での設置が望ましい。底

面の凸凹の著しい地形では施

工が煩雑になる。コンクリート

の品質、施工監理に十分留意す

る必要がある。 

平坦地での設置が望ましい。底

面の凹凸の著しい地形では施

工が煩雑になる。 

コンクリート品質と打継目等

の施工管理を確実に行う必要

がある。 

地形に合わせた施工が行え、起

伏がある地形でも比較的容易

に施工ができる。締固め施工管

理及び盛立て材と不透水性材

の品質管理を十分に行う必要

がある。 

経済性 
大量のコンクリート材料が必

要なため、不経済となる。 

大量のコンクリート材料が必

要なため、不経済となる。 

堤体材料は現地発生土の利用

が可能であり、経済的である。 

評価  〇  

 

基本設計においても表 3における特徴を踏まえ、以下の点から、貯留構造物は鉄筋コンクリート擁

壁構造とする。 

・鉄筋コンクリートは、法面部を直壁とすることができ、被覆施設を縮小できることから、経済的な

優位性がある。 

・止水性を一定程度有しており、地下水の揚圧力も働かないことから、遮水工への健全性向上が期待

できる。 

・自己修復材の施工中に地下水が流入することを防ぐことができるため、自己修復材の施工性が向上

し、品質を確保しやすい。 
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(3) 安定検討の条件 

貯留構造物は、L型のコンクリート擁壁構造であるため、安定検討は、「道路土工 擁壁工指針

（平成24年度版）」に基づき実施する。 

 

(4) 安定検討の結果 

安定検討の結果を以下に示す。 

 

  常時１：廃棄物無し 

  常時２：廃棄物あり 

  地震時：レベル２地震動 

 
図 5 擁壁構造寸法 
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7 遮水工設計 

(1) 目的・機能の整理 

遮水工の目的は、浸出水による公共用水域及び地下水の汚染防止であるが、この目的を達成するた

めの機能を表 4に示す。 

 

表 4 遮水工に求める機能 

機 能 内 容 

①遮水機能 ・可能な限り浸出水を地下水に漏洩させない機能 

②損傷防止機能 ・基礎地盤の凹凸や廃棄物中の異物による損傷を防止する機能 

③漏水通過時間確保機能 

汚染軽減機能 

・万一の地下水汚染に対し、その程度を軽減させる機能 

・漏水通過時間確保機能は、遮水シートが損傷した場合に、修復までに

必要な時間を確保するためのものであり、遮水シート下部層の透水係

数と厚さが重要となる。 

・汚染軽減機能は、単位時間あたりの漏水量を一定以下に抑制し、許容

限度以上の地下水汚染を生じさせないための機能であり、透水係数と

埋立地内の浸出水の水位が重要である。 

④損傷モニタリング機能 ・遮水機能の損傷状況をモニタリングする機能 

⑤修復機能 ・破損個所を自ら修復し所定の不透水性が確保できる機能 

 

(2) 遮水工構造図 

本処分場の遮水工構造の概要を図 6及び図 7に示す。 

 

  

図 6 底面部の遮水工構造図 

 

 
 

 

図 7 法面部の遮水工構造図 

構成 厚さ 凡例

保護マット（反毛フェルト） t=10mm

遮水シート t=1.5mm

漏水検知ｼｽﾃﾑ（電極）

自己修復性保護マット t=6.4mm

保護マット（反毛フェルト） t=10mm

遮水シート t=1.5mm

保護マット（反毛フェルト） t=10mm 発生土及び砕石置換

保護土（砂質土） t=500 mm

均しCo t=100 mm

中間保護層（改良土）
t=500 mm

構成 厚さ 凡例

保護マット（長繊維） t=4mm

遮水シート t=1.5mm

擁壁
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8 雨水集排水施設設計 

(1) 目的・機能の整理 

雨水集排水施設の目的は、施設の流域の降水を速やかに集めて流下させ、排除することである。雨

水集排水施設としては、一般的に、埋立地周辺にコンクリート水路やＵ型側溝等を設置し、防災調整

池へ導水する。 

雨水集排水施設の分類を図 8に、概念図を図 9に示す。 

 

 
図 8 雨水集排水施設の分類 

 

 
図 9 雨水集排水施設の概念図 

  

 

雨水集排水施設 

集排水路（溝） 

防災調整池 

周辺部集水溝 

埋立地内集排水溝 

既埋立区画集排水溝 

未埋立区画集排水溝 

 

上流域転流水路 

埋立地表面集排水溝 
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(2) 配置計画 

雨水集排水施設計画平面図を図 10に示す。 

 

 

図 10 雨水排水施設計画平面図 
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9 地下水集排水設計 

(1) 目的・機能の整理 

表面遮水工を設置した埋立地では、遮水工下部の地下水や湧水、あるいは土中で発生する土壌ガス

などによって揚圧力が働き、遮水工を破損することがある。また、埋立地周辺の地下水位が上昇する

と、埋立地の地質・土質によっては、地山がゆるみ、崩落やすべりを誘発する原因ともなる。これら

の悪影響を防止するため、地下水などを速やかに排除する施設である地下水集排水施設が必要となる。 

 

(2) 配置計画・構造 

効率的な集排水を行うため、葉脈状の配置を基本とする。 

支線及び幹線の管径については、「道路土工－排水工指針（昭和62年版）」に準拠し、支線をφ150 

mm、幹線をφ300 mmとした。また、支線の配置間隔は概ね20 mとした。 

既存の沢を盛土する部分については、施工性の確保及び盛土の安定性確保のため、排水管を配置す

るものとした。 

地下水集排水施設の計画平面図を図 11に、構造図を図 12に示す。 

 

 

図 11 地下水集排水施設計画平面図 

 

地下水ピット

雨水排水施設
と合流

埋立地底盤地下排水系統

既存沢部の排水系統

凡例
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図 12 地下水集排水施設構造図 
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10 浸出水集排水施設設計 

(1) 目的・機能の整理 

浸出水集排水施設は、埋立地内に生じる浸出水が廃棄物層を通過することにより生成される汚水、

及び廃棄物自体の保有水や発酵過程で生じる分解水等を速やかに集水し、浸出水処理施設へ導水する

施設である。 

また、埋立地内への空気供給機能を兼ねるため、好気性領域を拡大でき、準好気性埋立構造を維持

するためにも重要な施設となる。なお、法面部の集排水施設は、ガス抜き施設としても利用する。 

 

(2) 配置計画・構造 

浸出水集排水施設計画平面図を図 13に、底盤部の構造を図 14に、法面部の構造を図 15に、浸出

水集水ピットの流下方法及びその構造を図 16に示す。 

 

 
図 13 浸出水集排水施設計画平面図 

 

支線

浸出水
調整槽・ピット

本線

壁面部

竪型ガス抜き管

凡例
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図 14 浸出水集排水施設構造図（底盤部） 
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図 15 浸出水集排水施設構造図（法面部） 

 

 

図 16 浸出水集水ピットの構造図 
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11 埋立ガス処理施設設計 

(1) 目的・機能の整理 

埋立ガス処理施設は、最終処分場特有の施設であり、廃棄物層内を可能な限り好気化することで、

廃棄物の分解を促し、安定化を促進させることを目的としている。本施設は、準好気性埋立方式の根

幹をなす施設である。 

機能としては以下のものがある。 

・埋立ガスを集めて処理する機能 

・埋立地の安定化を促進するための空気供給機能 

・通気装置は有孔管となることから、浸出水集排水機能 

 

(2) 配置計画・構造 

施設配置と構造については、埋立ガス処理施設計画平面図を図 13に、構造図を図 17に示す。 

 

 
図 13 埋立ガス処理施設計画平面図（再掲） 
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図 17 埋立ガス処理施設（竪型ガス抜き管）構造図 
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12 浸出水処理施設設計 

(1) 見積仕様書の作成 

基本計画で整理した基本条件及び既設浸出水処理施設の運転維持管理状況に基づき、設計仕様を取

りまとめ、見積仕様書を作成した。基本条件を表 5に示す。 

 

表 5 浸出水処理施設改修工事の基本条件 

項  目 概  要 

浸出水処理能力 80 ㎥/日（既設分 70 ㎥/日、新設分 10 ㎥/日） 

浸出水調整槽容量  
浸出水調整槽①：2,100㎥（既設分） 

浸出水調整槽②：  100㎥（新設分） 

水質条件 

項目 原水 処理水 

ｐＨ（―） 6～10.0 5.8～8.6 

ＢＯＤ（ｍｇ／L） 250 20以下 

ＣＯＤ（ｍｇ／L） 100 20以下 

ＳＳ（ｍｇ／L） 300 10以下 

Ｃａ（ｍｇ／L） 3,000 100以下 

ＤＸＮｓ（ｐｇ-ＴＥＱ/ℓ） 20 10以下 

有害物質 ― 排水基準以下 

処理フロー 
アルカリ凝集沈殿→生物処理（接触ばっ気）→凝集沈殿処理→砂ろ過→活性炭吸着→滅菌

→下水道放流 

改修工事の概要 

・既設最終処分場から発生する浸出水に加え、本処分場から発生する浸出水を約 30年以上

処理するため、処理能力 80㎥／日以上を確保し、機器設備等の補修履歴を踏まえつつ、

長期安定稼働を実現するために必要な処理設備を更新するものとする。 

・更新後に不要となる設備等は全て撤去するものとする。 

・工事期間中は、浸出水を下水道へ直接放流するものとし、下水道へ接続するための仮設

放流設備を設置するものとする。 

・建屋は現在の建屋を流用するものとする。 

 

(2) 見積結果 

見積工事費及び維持管理費に基づく総事業費を表 6に示す。 

工事費約1,400,000千円及び維持管理費約1,543,700千円より、総事業費は約2,943,700千円と算

定された。 

表 6 総事業費（税抜） 

（千円）                  

項目 Ａ社 

１．工事費 1,400,000 

２．維持管理費 1,543,700 

計 2,943,700 
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13 モニタリング施設設計 

(1) 地下水観測井戸・観測桝 

基準省令では、地下水環境モニタリングが可能な設備として、処分場の上流、下流側に最低１箇所

以上設置することが義務付けられている。 

地下水観測井戸等の平面図を図 18に示す。 

 

 
図 18 地下水観測井戸計画平面図 

 

1) 地下水観測桝 

地下水観測桝は、地下水集排水施設出口部分に桝を築造し設置する。多量の試験水が必要なダイ

オキシン類の測定等を考慮し、一定量を貯留できる事例もある。 

本処分場では、地下水集排水管流末部に桝を設け、地下水観測が可能となる構造とした。なお、

本施設は、埋立廃止後、安定化した浸出水が浸出水調整槽より流入する構造とした。 

 

2) 浸出水処理水モニタリング 

浸出水処理水モニタリングは、浸出水処理施設で処理され下水放流される水質をモニタリングす

るため、消毒前の浸出水処理水を貯留する監視池を設置し、魚類等を生息させ、その様子を常時モ

ニタリングするものである。詳細な構造等については、今後の設計業務の中で検討するものとする。 

 

地下水ピット

下流地下水
観測井戸

上流地下水
観測井戸
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図 19 地下水観測井戸構造図 
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14 道路設計 

(1) 目的・機能の整理 

最終処分場における道路施設は、埋立地への廃棄物の運搬を行う目的のほか、最終処分場内におけ

る諸施設の維持管理上も必要な施設であり、最終処分場建設時の工事用道路としての機能も有してい

る。特に、遮水工の高規格化に伴い、クレーン等の大型重機の利用が増えていることから、埋立地内

の工事用道路としての利用も考慮することで、施工性や精度管理の向上が期待できる。 

以上のことを考慮し、表 7に示す特徴を持つ道路を計画するものとした。 

 

表 7 本処分場における各道路の名称とそれぞれの機能 

名称 機能 

管理道路 

【北側管理道路】 

既設の焼却処理施設からの焼却処理物の搬入に用いる。 

【西側管理道路】 

本処分場から出てくる管理車両等が用いる道路。 

【南側管理道路】 

防災調整池及び浸出水調整槽用地の管理に用いる。 

埋立地周回 

管理道路 

埋立地を周回し、施設を管理するための道路 

埋立地内の工事用道路としての機能も有する。 

場内道路 
埋立地内の入る道路で実際の廃棄物の埋立に供する道路 

固定工として遮水工を固定する機能 

防災調整池 

管理道路 
防災調整池を周回し、施設を管理するための道路 

 

(2) 道路配置計画 

各道路施設の配置を図 2に示す。 
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図 2 基本設計計画平面図（再掲） 
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(3) 道路平面計画及び断面図 

1) 北側管理道路 

断面図を図 20と図 21に示す。 

 

 

図 20 北側管理道路断面図(盛土部) 

 

 

図 21 北側管理道路断面図(切土部) 
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2) 西側管理道路 

断面図を図 22と図 23に示す。 

 

 
図 22 西側管理道路断面図(盛土部) 

 

 

 
図 23 西側管理道路断面図(切土部) 
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3) 南側管理道路 

断面図を図 24と図 25に示す。 

 

 

図 24 南側管理道路断面図（盛土部） 

 

 

図 25 南側管理道路断面図（切土部） 

  



 

28 

15 その他施設設計 

(1) 洗車設備 

1) 目的・機能の整理 

一般的に最終処分場では、埋立地内から出る際に搬入車両のタイヤに付着した埋立物や覆土類を

洗浄することを目的に洗車設備が設置されている。検討の結果を整理し、表 8に示す。 

本処分場の被覆施設内に設置することが可能であり、固化処理された焼却灰を埋立処分している

ことから、Type3：高圧洗浄設備による洗車エリアを設置する洗車設備を採用する。 

 

表 8 洗車設備の検討結果の整理 

 Type1 Type2 Type3 

名 称 洗車機能付きの泥落とし装置 水槽型タイヤ洗浄設備 
高圧洗浄設備による 

洗車エリア 

長 所 
・降車せず洗車が可能である 

・設置する用地面積は小さい 
・降車せずに洗車が可能 

・設置する用地面積は小さい 

・車両の制限はない 

・近年採用例が増加している 

短 所 

・装置の設置費が高額 

・装置のメンテナンスが必要 

・乗車する車両が制限される 

・設置する用地面積が大きい 

・近年稼働停止事例が多い 
・洗車時は降車が必要 

評 価 △ △ 〇 

 

(2) 飛散防止施設 

1) 目的・機能 

飛散防止設備の目的は、廃棄物が強風や鳥類などによって飛散・流出し、最終処分場周辺の環境

を汚染することを防止するものである。 

本処分場は、被覆施設が飛散防止機能を有している。被覆施設は、埋立地の周辺を囲むように設

置する計画である。 

 

(3) 立札・門扉・囲障 

1) 配置 

立札、門扉、囲障の配置計画を図 26に示す。 
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図 26 門・囲障配置計画図 

 

2) 立札 

立札及び囲いの設置は、基準省令によって義務づけられている。 

基本設計では、西側管理道路と既設清掃センター内道路の重力式擁壁部分に設置するものとした。

構造を図 27に示す。 

 
図 27 立札構造図 

 

侵入防止フェンス

門扉

立札
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3) 門扉 

本処分場においては、一般車両や関係者以外が誤って処分場内に入らないよう、門扉を西側管理

道路の出入り口部分に配置する。門扉の構造図例を図 28に示す。 

 

 
図 28 門扉構造図 

 

4) 囲障設備 

基本設計においては、門扉同様、一般車両や関係者以外が誤って処分場内に入らないよう、沢の

一部に設置したが、用地が確定後、再度検討する必要がある。 

 

 
図 29 侵入防止フェンス構造図 
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(4) 防火設備 

埋立地内部の防火対策 

本処分場の埋立ごみは、焼却残渣、不燃ごみなどの無機性廃棄物であることから、メタンガス

などの可燃性ガスに起因する火災の可能性は低い。 

最終処分場の防火対策は、覆土の施工状況によって左右され、覆土材が防火機能の面で重要な

役割を果たしている。従って、消火にあたって直ちに覆土が行えるよう、切土主体の埋立地とす

ることで、覆土をストックする。 

 

建築物の防火対策 

被覆施設は、建築確認申請の対象となるため、実施設計においては、「三島市消防施設等指導

基準（以下、「市消防基準」という。）」に準拠した防火設備の検討が必要となる。 

本処分場の埋立面積は約6,500 m2であり、これを延床面積と捉えた場合、設置基準の120mを満

足するよう、耐震性防火水槽（常時貯水量40 m3）を配置する必要がある。 

消火栓は、実施設計の中で、消防と協議を重ねながら配置を検討するものとする。防火水槽は、

財団法人日本消防設備安全センターが行う、二次製品等防火水槽等の形式認定を受けたもの、ま

たは、現場打とし、以下の付帯設備を有するものとする。 
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16 防災調整池設計 

(1) 目的・機能の整理 

建設予定地は、地域森林計画対象民有林及び土石流危険渓流の該当箇所である。地域森林計画対象

民有林においては、1ha以上の開発を行う場合は防災調整池の設置が義務づけられている。 

防災調整池は、開発に伴って増加した雨水を一時的に貯留し、調整して排水する機能を有する。 

防災調整池は、基本設計における協議の結果、「三島市開発行為許可基準（以下、「開発基準」と

いう。）」を主体とし、「静岡県林地開発許可審査基準及び一般的事項」に配慮しながら計画するこ

ととなった。 

 

(2) 基本構造の検討 

防災調整池の容量は、開発基準に準拠し、算定した。その結果、必要調整容量は約4,800 m3となっ

た。平面図を図 30に、標準断面図を図 31に示す。 

 

 
図 30 防災調整池計画平面図 

 

 
図 31 防災調整池計画標準断面図  
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17 被覆施設設計 

(1) 目的・機能の整理 

最終処分場では、被覆施設を設けることにより、次の３項目を制御することができる。 

 基本的機能の制御 

 外部要因の制御 

 内部要因の制御 

被覆施設を設けた最終処分場は、通常の最終処分場の基本的機能（環境保全機能、保管・処理機能、

地域還元機能）の制御を最終目的とし、さらに、これに関係する外部要因と内部要因を制御する機能

を有する必要がある。 

 

(2) 建築設計 

1) 点検歩廊 

被覆施設の維持管理を行うため、外壁面に沿って、全周に点検歩廊を設ける。歩廊の幅員は900mm

以上確保し、床材はエクスパンドメタルとする。また、転落防止のため、埋立地側にスチールパイ

プ格子手摺を設ける。 

 

2) 屋根材 

屋根材は、経済的にも優位性があり、軽量で耐久性に優れたガルバニウム鋼板製の折板とする。

また、屋根は、雨水排水のための勾配を持つ構造とし、勾配は建物の高さを低くするため、ガルバ

ニウム鋼板の排水勾配としての最小値である3/100程度とした。さらに、屋根部にトップライトを設

け、自然採光を確保するものとした。屋根材のイメージを図 32に示す。 

 

 
図 32 屋根材イメージ 
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3) 壁材 

外壁材は、ガルバニウム鋼板のサイディングのリブ付きとする。また、必要に応じて開口及び出

入口を設け、自然採光、換気及び運用上の安全性・利便性に配慮する。外壁材のイメージを図 33に

示す。 

 

図 33 外壁材イメージ 

 

4) 階高の設定 

梁下端レベルは、10ｔダンプ車のダンピング時の全高(6,380mm)を確保するものとし、梁下有効で

7m以上確保する計画とする。車両寸法の例を図 34に示す。 

 

 

図 34 車両寸法（車両メーカ PF） 
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5) 外観計画 

本市は、市域全域に景観計画区域が設定されており、計画地は、三島市景観計画における「箱根

西麓の環境共生ゾーン」に該当することから、以下の点に配慮した外観とする。三島市景観形成の

全体方針図を図 35に、三島市の景観形成基準を図 36に示す。 

・眺望地点からの眺望への見通しを阻害しない。 

・周辺の景観の基調を確認し、目立った印象としない。 

・道路等公共施設に面する壁面は後退し、隠蔽植栽の空間等を確保する。 

・建築物の概観の基調色は、周辺と調和した色彩とする。 

 

 

図 35 三島市景観形成の全体方針図 

建設予定地 
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図 36 三島市の景観形成基準 

 

(3) 散水設備設計 

1) 散水方式の検討 

埋立廃棄物の安定化、投入時の粉塵飛散を抑制するため、処理水を散水する。今後、実施設計に

おいて、運用方法について整理を行い、自動制御による運転についても検討するものとする。 

散水設備の事例を図 37に示す。 

 

 
図 37  散水設備の事例 
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(4) ガス検知設備設計 

貯留する埋立物からの発生ガスについて、検知するシステムを導入し、作業場の安全確保を行うも

のとする。なお、検知した場合の警報は、被覆施設内の表示と管理施設への警報信号の送信、管理施

設内におけるモニターへの表示を行う。 

万が一、警報装置が作動した場合は、速やかに被覆施設から退出し、ガスを測定した後、適正な作

業環境の回復を図るものとする。 

「クローズドシステム処分場クローズドシステムハンドブック（改訂版）（平成16 年10 月）」に

おける指針に基づき、ガス吸引口を設ける計画とする。 

 

1) 測定ガスの種類 

測定ガスの種類を表 9に示す。 

表 9 測定ガスの種類 

種 類 比 重 許容濃度 爆発範囲 爆発下限界 

メタン（CH4） 0.55 － 5～15VOL％ 5VOL％ 

水素（Ｈ2） 0.07 － 4～75VOL％ 4VOL％ 

酸素（Ｏ2） 1.14 18VOL％ － － 

一酸化炭素（CO） 0.97 25ppm 13～74VOL％ － 

硫化水素（H2S） 1.19 10ppm － － 

二酸化炭素（CO2） 1.52 5,000ppm － － 

 

2) 測定方法 

測定ガスの応答を早めるため、先行吸引ポンプ・測定吸引ポンプ・電磁弁により自動切替方式に

て順次検知する。 

 

3) 監視方法 

発生ガスが、警報設定値以上発生した場合は、適正な作業環境が確保される前に処分場内に入ら

ぬよう、進入警告回転灯が黄色、及び赤色に点灯する。また、これらのガス濃度値は「ガス濃度監

視制御盤」へ表示させることも可能である。ガス検知設備の事例を図 38に示す。 

 

 
図 38 ガス検知設備の事例 
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18 概算工事費 

概算工事費を表 10に示す。 

 

表 10 概算工事費（1/2） 
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表 10  概算工事費（2/2） 

 

 



 

40 

19 概略工事工程 

概略工事工程を表 11に示す。 

表 11 概略工事工程 

 

1カ月 2カ月 3カ月 4カ月 5カ月 6カ月 7カ月 8カ月 9カ月 10カ月 11カ月 12カ月 13カ月 14カ月 15カ月 16カ月 17カ月 18カ月 19カ月 20カ月 21カ月 22カ月 23カ月 24カ月 25カ月 26カ月 27カ月 28カ月 29カ月 30カ月 31カ月 32カ月 33カ月 34カ月 35カ月 36カ月

令和7年度(1年目) 令和8年度(2年目)

造成工

令和9年度(3年目)

準備工（伐採工）

法面保護工

地下水集排水施設工

貯留構造物設置工

遮水工

被覆施設設置工

浸出水集排水施設工

埋立ガス処理設備工

雨水集排水施設工

道路施設工

付帯設備工

防災調整池工

モニタリング設備工

後片付け

月数
工種
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